
保育料のご案内（２号・３号認定用） 

令和 8年４月分から令和 8年８月分までの保育料決定通知(３号)又は保育料無償化のお知らせ(2号) 

をお送りいたします。算定方法については以下をご覧ください。 

 

 市民税所得割額による保育料階層の決定                      → 

・０～２歳児クラスの保育料は世帯の市民税所得割額により決定します。 

・３～５歳児クラスの保育料は無償です。ただし、別途給食費（主食費・副食費）等がかかります。 

・父もしくは母（あるいは両親とも）の市民税所得割額が確認できないときは、いったん年齢区分の最高額

で決定します。以下のとおり書類を園または子育て支援課に提出していただくことで再算定します。 

ただし、再算定をしても保育料が変わらない場合もあります。再算定の期限は令和９年３月 31 日です。

これ以降、書類を提出しても再算定は行いません。 

  ①令和 7年１月１日時点で横須賀市に住民登録をしていない場合 

住民票のあった市区町村から令和 7年度市民税課税（非課税）証明書を取得し、ご提出ください。 

  ②未申告の場合 

    市役所市民税課で令和 6 年中の所得申告後、令和 7 年度市民税課税（非課税）証明書を取得しご提出

ください。 
 

保育料 主食費・副食費（おかず、おやつ代） 

3～5歳児クラス 
なし 

（保育料無償化） 

          あり 
以下の場合は副食費のみ免除 

①市民税所得割 57,700円未満（年収 360万円相当）の世帯

（ひとり親世帯等 77,101円未満の世帯） 

②第 3子以降以降の子ども 

※第○子の数え方  教育・保育施設に通う未就学児の年長者   

から順番。 

 

0～2歳児クラス 
市民税所得割額に応じて決定 

（保育料基準額表を参照） 

なし 

（保育料に含まれる） 

 

保育料を算定する税額の年度は、４～８月、９～３月で切り替わります。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 

 

 

 

 

 

 多子世帯の保育料負担軽減の適用  

第２子以降のお子さんの保育料を軽減します。同じ世帯に兄・姉がいる場合、年齢は問わず年長者から数

え第２子は保育料半額、第３子以降の保育料は０円になります。（副食費の免除と多子の数え方が異なります。） 

兄・姉がいるにも関わらず減免を受けられていない場合、お手数ですが下記事務担当まで連絡ください。 

 

〒２３８－８５５０ 横須賀市小川町１１番地 はぐくみかん５階 

横須賀市役所 民生局福祉こども部子育て支援課 電話 ０４６（８２２）９７２８ 

令和 7年度 市民税所得割額 

令和 6年１月１日～令和 6年 12月 31日 

までの収入に対する税額 

（米軍属の方は 2024年のW2) 

令和 8年度 市民税所得割額 

令和 7年１月１日～令和 7年 12月 31日 

までの収入に対する税額 

（米軍属の方は 2025年のW2) 

《詳細》保育料及び給食費について 

(横須賀市ホームページ) 
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３～５歳児 ０～２歳児
０～２歳児

（ひとり親等）
３～５歳児 ０～２歳児

０～２歳児

（ひとり親等）

市民税所得割課税額

8,700円未満の世帯

市民税所得割課税額

8,700円～48,600円未満の世帯

市民税所得割課税額

48,600円～53,000円未満の世帯

市民税所得割課税額

53,000円～73,000円未満の世帯

市民税所得割課税額

73,000円～97,000円未満の世帯

市民税所得割課税額

97,000円～115,000円未満の世帯

市民税所得割課税額 第１子 0 35,400 0 0 34,900 0

115,000円～135,600円未満の世帯 第２子 0 17,700 0 0 17,400 0

市民税所得割課税額 第１子 0 35,400 35,400 0 34,900 34,900

135,600円～169,000円未満の世帯 第２子 0 17,700 17,700 0 17,400 17,400

市民税所得割課税額 第１子 0 41,400 41,400 0 40,700 40,700

169,000円～229,000円未満の世帯 第２子 0 20,700 20,700 0 20,300 20,300

市民税所得割課税額 第１子 0 48,700 48,700 0 47,900 47,900

229,000円～268,000円未満の世帯 第２子 0 24,300 24,300 0 23,900 23,900

市民税所得割課税額 第１子 0 53,700 53,700 0 52,900 52,900

268,000円～301,000円未満の世帯 第２子 0 26,800 26,800 0 26,400 26,400

市民税所得割課税額 第１子 0 58,700 58,700 0 57,800 57,800

301,000円～322,000円未満の世帯 第２子 0 29,300 29,300 0 28,900 28,900

市民税所得割課税額 第１子 0 60,000 60,000 0 59,100 59,100

322,000円～343,000円未満の世帯 第２子 0 30,000 30,000 0 29,500 29,500

市民税所得割課税額 第１子 0 61,500 61,500 0 60,500 60,500

343,000円以上の世帯 第２子 0 30,700 30,700 0 30,200 30,200

階層区分は、父母の市町村民税所得割額の合算額で算定します。

ただし、父母の年収合計が120万円未満の場合は、同居の祖父母等家計の主宰者の市町村民税課税額で算定します。父母の年

収には児童手当、児童扶養手当、育児休業給付金、その他の収入金額を含めます。

保育料決定に係る書類の不足等により市町村民税所得割額等が確認できない場合は、最も高い階層(D13)で決定します。書類

の提出等により市町村民税所得割額等が確認でき次第、保育料を更正します。

年齢は、当該年度の4月1日時点の年齢です。年度途中に誕生日を迎えても年齢区分に変更はありません。

【D7-1～D13階層のみ】第２子以降のお子さんの保育料を軽減します（多子軽減）。入所児童と同じ世帯の兄姉（年齢制限なし）

を年齢の高い順に第１子、第２子、第３子と数えます。第２子のお子さんの保育料は基準額の概ね半額に、第３子以降のお子さんの

保育料は0円となります。

ひとり親世帯等の「等」とは、①身体・精神障害、療育手帳所持世帯②特別児童手当、障害基礎年金受給者がいる世帯となりま

す。

算定方法の詳細については、横須賀市ホームページに記載してあります。

階層区分 多子の順

利用者負担額（月額：円）

保育標準時間 保育短時間

0 0 0 0

B A階層を除き、当該年度分の市町村税が非課税の世帯 0 0 0
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２号認定・３号認定の保育料基準額表

《参考》保育所・認定こども園等を

保育給付認定でご利用中の方へ

(横須賀市ホームページ)


